
 

 

平成 25 年６月 28 日 

各  位 

                     会社名  ＮＥＣモバイリング株式会社 

                     代表者名  代表取締役社長  山﨑 耕司 

                          （コード番号 9430 東証第一部） 

                    問合せ先 経営企画部広報･IR 室長 竹本 和代 

                                 （TEL 03-5532-3320） 

 

 

商号の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ 

 

 

当社は、本日開催の取締役会において、商号の変更に係る定款一部変更に関する議案を平成 25 年８月

15 日開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）に付議することを決議しましたの

で、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．商号の変更について 

（１）変更の理由 

当社が平成 25 年６月 13 日付で公表しました「主要株主である筆頭株主及び親会社の異動に関する

お知らせ」のとおり、日本電気株式会社が当社の筆頭株主及び親会社でありましたが、平成 25 年６月

19 日をもって、丸紅株式会社の完全子会社であるＭＸホールディングス株式会社が当社の筆頭株主及

び親会社となりました。今後、当社が丸紅グループにおいて、事業の拡大・発展により企業価値の向

上を図るために、商号を「ＭＸモバイリング株式会社」に変更するものであります。 

 

（２）新商号 

ＭＸモバイリング株式会社（英文名：MX Mobiling Co., Ltd.） 

 

※丸紅株式会社の頭文字の「Ｍ」とＮＥＣモバイリング株式会社の「モバイリング」を掛け合わせ

る（＝「Ｘ」）ことで、両社の強みが相乗効果によりさらに大きく発揮されるとの思いが込められ

ています。 

 

コーポレートロゴ 



 

（３）変更予定日 

平成 25 年８月 15 日（木曜日） 

 

２．定款の一部変更について 

（１）定款変更の理由 

第１項記載の商号変更を行うためのものです。 

 

（２）定款変更の内容 

変更の内容は下表のとおりです。 

（下線は変更部分を示します。） 

現行定款 変更案 

第 1章 総則 

第 1条（商号） 

当会社は、ＮＥＣモバイリング株式会社と称し、

英文では、NEC Mobiling, Ltd.と表示する。 

第 1章 総則 

第 1条（商号） 

当会社は、ＭＸモバイリング株式会社と称し、

英文では、MX Mobiling Co., Ltd.と表示する。 

 

（３）定款変更の日程 

本臨時株主総会開催予定日  平成 25 年８月 15 日（木曜日） 

定款一部変更の効力発生日  平成 25 年８月 15 日（木曜日） 

 

以 上 


